
特定研究開発等計画の
認定を受けていない

特定研究開発等計画の認定を既に受けている

これまで戦略的基盤技術高度化支援事業に採択さ
れていない（他の公的支援も受けていない）

戦略的基盤技術高度化支援
事業のうち、平成２１年度補
正予算事業に採択された

戦略的基盤技術高度化支援事業への応募のパターン

当初の認定後原則 当初の認定後原則

※２１年度補正予算以外の
事業（他の公的支援も含
む）に採択され、既に委
託が終了した場合、及び

【一般枠】に応募可能
※認定を受けていない場合、新たに特定研究開発等
計画の認定を受ける必要があります。

※認定計画の変更申請が必要な場合があります。

【研究加速枠】に応募可能
※認定計画を自ら実施している場合が
対象です。

※認定計画の変更申請が必要な場合
があります。

【研究加速枠】に応募可能
※認定計画の一部を実施し、一部以外
を自ら実施している場合が対象です。
※認定計画の全てを平成２１年度補正
予算事業で実施した場合は応募で
きません。

※認定計画の変更申請が必要な場合
があります。

＜＜応募に関する注意点＞＞
同じ認定計画で【一般枠】と【研究加速枠】の両方に応募することはできません。

当初の認定後原則
１年以内の計画である

当初の認定後原則
１年超の計画である

現在契約中の場合は、今
回の委託事業へは応募
できません。別途、補完
研究や販路開拓を支援
する補助事業を予定して
います。


